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議案第113号

福岡市市税条例の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和₆年₆月12日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは、地方税法の一部改正に伴い、地域決定型地方税制特例措置に

よる固定資産税に係る特例割合を定めるとともに、前年の申告内容と異動がない場合におけ

る個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項を簡略化する等の必要があ

るによる。

　　　福岡市市税条例の一部を改正する条例

　福岡市市税条例（昭和36年福岡市条例第53号）の一部を次のように改正する。

　第23条の₃第₅項中「第₃項」を「第₄項」に改め、同項を同条第₆項とし、同条第₄項

中「及び第₂項」を「及び第₃項」に改め、同項を同条第₅項とし、同条第₃項中「前₂

項」を「第₁項及び前項」に改め、同項を同条第₄項とし、同条第₂項中「前項」を「第₁

項」に改め、同項を同条第₃項とし、同条第₁項の次に次の₁項を加える。

₂　前項又は法第317条の₃の₂第₁項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出す

る場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を

経由して提出した前項又は法第317条の₃の₂第₁項の規定による申告書（その者が当該

前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合に

は、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないと

きは、給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の₃の₂第₁

項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条

の₃の₂第₁項の規定による申告書を提出することができる。

　第38条中「第64条第₄項」を「第152条第₅項」に改める。

　第44条の₄第₂号中「第50条第₃項第₂号又は第₅項第₂号」を「第50条第₄項第₂号又



は第₆項第₂号」に改め、同条第₃号中「第₃項第₃号、第₄項第₃号、第₅項第₃号、第

₆項第₃号、第₇項第₃号、第₈項第₃号、第₉項第₃号、第10項第₃号又は第12項第₃

号」を「第₄項第₃号、第₅項第₃号、第₆項第₃号、第₇項第₃号、第₈項第₃号、第₉

項第₃号、第10項第₃号、第11項第₃号又は第13項第₃号」に改める。

　第50条第13項を同条第14項とし、同条第12項中「附則第₇条第17項」を「附則第₇条第18

項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第11項中「附則第₇条第16項各号」を「附則第₇

条第17項各号」に改め、同項を同条第12項とし、同条第10項中「附則第₇条第11項各号」を

「附則第₇条第12項各号」に改め、同項を同条第11項とし、同条第₉項中「附則第₇条第10

項各号」を「附則第₇条第11項各号」に改め、同項を同条第10項とし、同条第₈項中「附則

第₇条第₉項各号」を「附則第₇条第10項各号」に改め、同項を同条第₉項とし、同条第₇

項中「附則第₇条第₈項各号」を「附則第₇条第₉項各号」に改め、同項を同条第₈項とし、

同条中第₆項を第₇項とし、第₃項から第₅項までを₁項ずつ繰り下げ、第₂項の次に次の

₁項を加える。

₃　市長は、法附則第15条の₇第₁項又は第₂項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る

住宅については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、長期優良住宅の普及の

促進に関する法律（平成20年法律第87号）第₅条第₄項に規定する管理者等から、法附則

第15条の₇第₃項に規定する期間内に施行規則附則第₇条第₄項に規定する書類の提出が

され、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第15条の₇第₁項又は第₂項に規定する要

件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第₁項又は第₂項の規

定を適用することができる。

　附則第24条第₂号中「第50条第₃項第₂号又は第₅項第₂号」を「第50条第₄項第₂号又

は第₆項第₂号」に改め、同条第₃号中「第₃項第₃号、第₄項第₃号又は第₅項第₃号」

を「第₄項第₃号、第₅項第₃号又は第₆項第₃号」に改める。

　附則第26条第₂号中「第50条第₃項第₂号又は第₅項第₂号」を「第50条第₄項第₂号又

は第₆項第₂号」に改め、同条第₃号中「第₃項第₃号、第₄項第₃号又は第₅項第₃号」

を「第₄項第₃号、第₅項第₃号又は第₆項第₃号」に改める。

　附則第27条第₇項中「₃分の₂」を「₂分の₁」に、「₄分の₃」を「14分の11」に、

「₂分の₁」を「12分の₇とし、同項第₄号に規定する条例で定める割合は₃分の₁」に改

め、同条第₉項を削り、同条第10項中「附則第15条第33項」を「附則第15条第32項」に改め、
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同項を同条第₉項とし、同項の次に次の₁項を加える。

10　法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は、₂分の₁とする。

　　　附　則

　（施行期日）

₁　この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

　⑴　次号及び第₃号に掲げる規定以外の規定　公布の日

　⑵　第23条の₃の改正規定及び次項の規定　令和₇年₁月₁日

　⑶　第38条の改正規定　令和₇年₄月₁日

　（個人の市民税に関する適用区分）

₂　この条例による改正後の福岡市市税条例（以下この項において「新条例」という。）第

23条の₃第₂項の規定は、令和₇年₁月₁日以後に支払を受けるべき新条例第23条の₃第

₁項に規定する給与（以下この項において「給与」という。）について提出する同条第₁

項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した

同項の規定による申告書については、なお従前の例による。

　（固定資産税に関する適用区分）

₃　令和₂年₄月₁日から令和₆年₃月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部

を改正する法律（令和₆年法律第₄号）第₁条の規定による改正前の地方税法（昭和25年

法律第226号。次項及び第₅項において「旧法」という。）附則第15条第25項に規定する

特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。

₄　平成29年₄月₁日から令和₆年₃月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定

する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対し

て課する固定資産税については、なお従前の例による。

₅　都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和₂年法律第43号）の施行の日から令

和₆年₃月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上

施設等の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
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